
北海道札幌市中央区北３条西６丁目３番１２号
北海道建設株式会社

殿

許可年月日

（営業所毎の保険の加入状況）

厚生年金保険

雇用保険

合計 　　３１人
（　　　５人）

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

厚生年金保険

雇用保険

健康保険

　　　　人
（　　　　　人）

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険 本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

○○○○○○○○○

厚生年金保険 ○○○○○○○○○

雇用保険 ○○○○○○○○○

健康保険

小樽支店 　　１１人
（　　　０人）

１ １ １

本店 　　２０人
（　　　５人）

１ １ １

営業所の名称 従業員数
保険の加入状況

事業所整理記号等
健康保険 厚生年金保険 雇用保険

7 日
北海道知事 特

2 9 年 5 月4 5 6 7 号 平成2 9 ）第許 可 番 号
国土交通大臣

許可（
般

－

令和　　　年　　　月　　　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

北海道知事 届出者　代表取締役　北　海　太　郎　　　　　　　　　　　

様式第七号の三（第三条、第七条の二関係） （用紙Ａ４）

健 康 保 険 等 の 加　入　状 況

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、提出します。

5 6 7 8 9 10

11

12

1

2
2

2 3 4

- 86 -



該当するものを丸で囲む。

　不要のものを消す。

　一般建設業の場合は下段を、特定建設業の場合は上段を消す。両方に該当する場合は消さない。

　複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入する。

　別記様式第二十二号の五別紙二、別記様式第二十二号の七別紙二、別記様式第二十二号の八別紙二又は別記様式第二十二号の十別紙二に記
載した営業所名称と同じ順序で、各営業所ごとに記載する。

　法人にあってはその役員、個人にあってはその事業主を含め全ての従業員数（建設業以外に従事する者を含む。）を記載する。（　）内に
は、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数を内数として記載する。

　適用事業所となつたことについて日本年金機構又は健康保険組合に対して届出を行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人
事業主である場合等の健康保険法の適用が除外される場合は「２」を、健康保険法（大正11年法律第70号）第34条第１項の規定による一括適
用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については「３」を記
入する。

　適用事業所となつたことについて日本年金機構に対して届出を行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合
等の厚生年金保険法の適用が除外される場合は「２」を、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による一括適用の
承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については「３」を記入す
る。

(1)

(2)

①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可の申請をする場合
②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可の申請をする場合
③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一
般建設業の許可の申請をする場合
④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の許可を受けている者が他の
建設業について特定建設業の許可の申請をする場合
⑤既に受けている建設業の許可についてその更新の申請をする場合
⑥法第17条の２若しくは法第17条の３の規定により建設業者としての地位を承継した者又は法第17条の３の規定により建設業者としての地
位の承継の認可の申請をする者がその加入状況を提出する場合

　適用事業となつたことについて公共職業安定所の長に対して届出を行つている場合は「１」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の
雇用保険法の適用が除外される場合等は「２」を、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続
事業の一括の認可に係る営業所については「３」を記入する。

　事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健康保険組合名）を記載すること。ただし、健康保険法第34条第１項の規定によ
る一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載する。

11

12

　事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、厚生年金保険法第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所につ
いては、「本店（○○支店等）一括」と記載する。

　労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一
括の認可に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載する。

１

２

３

４

５

６

①既提出の表に記入された保険加入の有無に変更があつた場合
②新たに営業所を追加した場合

７

８

９

10
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（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

北海道札幌市中央区北３条西６丁目３番１２号
北海道建設株式会社

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種３．専任技術 ４．専任技術者の交５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

　新規・許可換えの場合 （フリガナ）

　般・特新規の場合 （フリガナ）

　業種追加の場合 （フリガナ）

5

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

0 1 0 4 1 0

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

0 2 0 5 1 0

25 30

６ ４ 9

専 任 技 術 者
の 住 所

北海道札幌市中央区南２０条西２１丁目１番２号
営業所の名称
（新所属） 小樽支店

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属） 小樽支店

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

現在担当してい
る建設工事の種

9

9

具 水 消 清 解
3 5 10 15 20

内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋

H 年 月 日

土 建 大 左 と 石

生年月日ナ 南 国 一 郎

10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ミ 0 3 0 6 1

専 任 技 術 者
の 住 所

北海道札幌市中央区南１９条西２１丁目１番２号
営業所の名称
（新所属） 本店

項 番 フリガナ ミナミグニ　イチロウ
3 5

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属） 本店

3 8有 資 格 区 分 ６ ５ 3 7

3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

現在担当してい
る建設工事の種

7

内
30

６ ４ 9

土 建 大 左 と 石 屋

月 日生年月日 H

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

水 消 清 解
3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具

北 国 二

電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防

専 任 技 術 者
の 住 所

北海道札幌市中央区南１８条西２０丁目１番２号
営業所の名称
（新所属） 本店

郎

15 18 20

氏 名 ６ ３ キ タ

項 番 フリガナ キタグニ　ジロウ
3 5 10

年

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3 3 8

3 5 7 9 11 13

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

設 工 事 の 種 類

現在担当してい
る建設工事の種

30

今後担当する建
６ ４ 9 7 9

水 消 清 解
3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内電 管 タ 鋼 筋 舗

年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋

生年月日 H北 国 太 郎

15 18 20

氏 名 ６ ３ キ タ

日
特

記

項 番 フリガナ キタグニ　タロウ
3 5 10

年 0 5 月 1 56 7 号 2 9）第許 可 番 号 ６ ２ 0 1 5 0 0 4 51
国土交通大

臣
北海道知事

許可（
般

－ 2 9 平成

振興
局
コー

3

区 分 ６ １ 1
知事
コー
ド

北海道知事 届出者　代表取締役　北　海　太　郎　　　　　　　　　
項 番 3

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　　　年　　　月　　　日

地方整備局長
北海道開発局長

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

申請者

1 2

3

3 2 5 5 6

4

3

17

18

8 59

10

11

12

13

14

14
15

16

7
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１１　項番６１において、「１」、「２」、「４」又は「５」の場合（上記４の「１」の①に該当する場合を除く。）、現在証明されている専任の
　　技術者について、これまで専任の技術者となっていた建設業に係る建設工事すべてを上記１０により記入する。

１２　証明しようとする技術者が専任の技術者として該当する法第７条第２号及び法第15条第２号の区分（法第７条第２号ハに該当する者又は法第
　　15条第２号イに該当する者については、その有する資格等の区分）について、下表の分類に従い、該当するコードを記入する。

　　　「９」　→　法第15条第２号イ該当

（２）特定建設業の場合
　　　「２」　→　法第７条第２号イ及び法第15条第２号ロ該当
　　　「３」　→　法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上）
　　　「５」　→　法第７条第２号ロ及び法第15条第２号ロ該当
　　　「６」　→　法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）
　　　「８」　→　法第７条第２号ハ及び法第15条第２号ロ該当

９　姓の最初の２文字を記入する。
１０　建設業許可申請書（別記様式第一号）別紙二（１）「営業所一覧表（新規許可等）」の「営業しようとする建設業」の欄に記入した建設業の
　　うち、証明しようとする技術者が今後専任の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、次の分類に従い、該当する数字を次の表に対
　　応する略号のカラムに記入する。（項番６１において「４」の場合を除く。）
（１）一般建設業の場合
　　　「１」　→　法第７条第２号イ該当
　　　「４」　→　法第７条第２号ロ該当
　　　「７」　→　法第７条第２号ハ該当

　　「４」→許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者がこの証明書の提出を行う建設業者の専任の技術者でなくなった場
　　　　　　合（その者がこれまで専任の技術者となっていた建設業について、新たに専任の技術者となる者があり、当該新たに専任の技術者とな
　　　　　　る者を上記「２」又は「３」に該当する者として同時に届け出る場合に限る。）なお、許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営
　　　　　　業所の廃止に伴い既に証明された専任の技術者を削除する場合又は法第７条第２号若しくは法第15条第２号に掲げる基準を満たさなく
　　　　　　なった場合には、届出書（別記様式第22号の３）を用いて届け出る。

　　「５」→許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者が置かれる営業所のみに変更があった場合。なお、婚姻等により氏
　名の変更があった場合は、変更後の氏名につき上記「３」に該当するものとして、変更前の氏名につき上記「４」に該当するものとみなして、そ
　れぞれ作成する。
５　右詰で記入し、空位のカラムに「０」を記入する。
６　複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入する。
７　初めて北海道知事許可の申請をする場合
８　姓と名の間は１カラム空ける。国家資格認定証明書、卒業証明書、住民票（実務経験のみの場合。ただし、経営業務管理責任者を兼ねていて登
　記されている場合はその登記事項証明書の字。）の字で記入する。

１　該当するものを丸で囲む。
２　一般建設業の場合は下段を、特定建設業の場合は上段を消す。両方に該当する場合は消さない。
３　不要のものを消す。
４　「１」→①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合　②現在有効な許可を受けている行政庁以外の
　　　　　　許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合　③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は
　　　　　　特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合　④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業に
　　　　　　ついて一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
　　「２」→許可を受けている建設業について現在証明されている者が専任の技術者となっている建設業の種類又はその者の有資格区分に変更があった場合
　　「３」→許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者に加えて、又はその者に代えて新たな者を専任の技術者として証明する場合

土 ： 土木工事業 屋 ： 屋根工事業 舗 ： 舗装工事業 内 ： 内装仕上工事業 具 ： 建具工事業
建 ： 建築工事業 電 ： 電気工事業 しゅ ： しゅんせつ工事業 機 ： 機械器具設置工事業 水 ： 水道施設工事業
大 ： 大工工事業 管 ： 管工事業 板 ： 板金工事業 絶 ： 熱絶縁工事業 消 ： 消防施設工事業
左 ： 左官工事業 タ ： ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業 ガ ： ガラス工事業 通 ： 電気通信工事業 清 ： 清掃施設工事業
と ： とび・土工工事業 鋼 ： 鋼構造物工事業 塗 ： 塗装工事業 園 ： 造園工事業 解 ： 解体工事業
石 ： 石工事業 筋 ： 鉄筋工事業 防 ： 防水工事業 井 ： さく井工事業 ：

コード 資格区分

01 法第７条第２号イ該当

02 法第７条第２号ロ該当

03 法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上）

04 法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

11 一級建設機械施工技士
１Ａ 　　　　　　〃　　　　（附則第４条該当）
12 二級　　　〃　　　　（第１種～第６種）
１Ｂ 　　　　　　〃　　　　（第１種～第６種）（附則第４条該当）
13 一級土木施工管理技士
１Ｃ 　　　　　　〃　　　　（附則第４条該当）
14 二級　　　〃　　　　（土木）
１Ｄ 　　　　　　〃　　　　（土木）（附則第４条該当）
15 　　　　　　〃　　　　（鋼構造物塗装）
16 　　　　　　〃　　　　（薬液注入）
１Ｅ 　　　　　　〃　　　　（薬液注入）（附則第４条該当）
20 一級建築施工管理技士
２Ａ 　　　　　　〃　　　　（附則第４条該当）
21 二級　　　〃　　　　（建築）
22 　　　　　　〃　　　　（躯体）
２Ｂ 　　　　　　〃　　　　（躯体）（附則第４条該当）
23 　　　　　　〃　　　　（仕上げ）
27 一級電気工事施工管理技士
28 二級　　　　〃
29 一級管工事施工管理技士
30 二級　　　　〃
31 一級電気通信工事施工管理技士
32 二級　　　　〃
33 一級造園施工管理技士
34 二級　　　〃

37 一級建築士
38 二級　〃
39 木造　〃

41 建設・総合技術監理（建設）
４Ａ 　　　　　〃　　　　　　（附則第４条該当）
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）
４Ｂ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
43 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）
４Ｃ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
44 電気電子・総合技術監理（電気電子）
45 機械・総合技術監理（機械）
46 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」）
47 上下水道・総合技術監理（上下水道）
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）
49 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）
４Ｄ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
50 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）
51 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）
５Ａ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
52 衛生工学・総合技術監理（衛生工学）
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）
54 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」）

55 第一種電気工事士
56 第二種　　〃　　　　　３年
58 電気主任技術者（第１種～第３種）　　　　　５年

電気通信

事業法
59 電気通信主任技術者　　　　　５年

水道法 65 給水装置工事主任技術者　　　　　１年

68 甲種消防設備士
69 乙種　　〃

建築大工（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年
型枠施工（１級）
     〃　　（２級）　　　　　３年
型枠施工（１級）（附則第４条該当）
     〃　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
左官（１級）
 〃　（２級）　　　　　３年
とび・とび工（１級）
      〃　　　（２級）　　　　　３年
とび・とび工（１級）（附則第４条該当）
　　　〃　　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
コンクリート圧送施工（１級）
　　　〃　　　　　（２級）　　　　　３年
コンクリート圧送施工（１級）（附則第４条該当）
　　　〃　　　　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
ウェルポイント施工（１級）
　　　〃　　　　（２級）　　　　　３年
ウェルポイント施工（１級）（附則第４条該当）
　　　〃　　　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）
　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　（２級）　　　　　３年
給排水衛生設備配管（１級）
　　　　　　　　〃　　　　（２級）　　　　　３年
配管・配管工（１級）
　〃　　　〃　（２級）　　　　　３年
建築板金「ダクト板金作業」（１級）
　　　　　　　　　 〃　　　　　　（２級）　　　　　３年
タイル張り・タイル張り工（１級）
　　　　〃　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
築炉・築炉工（１級）・れんが積み
　〃　　　〃　（２級）　　　　　３年
ブロック建築・ブロック建築工（１級）・コンクリート積みブロック施工
　　　　　〃　　　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
石工・石材施工・石積み（１級）
　〃　　　　〃　　　　〃　 （２級）　　　　　３年
鉄工・製罐（１級）
　〃　　〃　（２級）　　　　　３年
鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）
　　　〃　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
工場板金（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」（１級）
　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　（２級）　　３年
板金・板金工・打出し板金（１級）
　〃　　　〃　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
かわらぶき・スレート施工（１級）
　　　〃　　　　　　〃　　　　（２級）　　　　　３年
ガラス施工（１級）
　　　〃 　　（２級）　　　　　３年
塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）
　〃　　　　〃　　　　　〃　　 　（２級）　　　　　３年
建築塗装・建築塗装工（１級）
　　　〃　　　　　〃　　 　（２級）　　　　　３年
金属塗装・金属塗装工（１級）
　　〃　　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
噴霧塗装（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年

67 路面標示施工
畳製作・畳工（１級）
　　〃　　〃　 （２級）　　　　　３年
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工（１級）
　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　〃　　〃　　　〃　 （２級）　　３年
熱絶縁施工（１級）
　　　〃　  　（２級）　　　　　３年
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）
　　〃　　　　　〃　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　 （２級）　　　　　３年
造園（１級）
 〃　（２級）　　　　　３年
防水施工（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年
さく井（１級）
　〃　（２級）　　　　　３年

61 地すべり防止工事　　　　　１年
６Ａ 　　　　　〃　　　　（附則第四条該当）　　　　　１年
40 基礎ぐい工事
62 建築設備士　　　　　１年
63 計装　　　　　１年
60 解体工事
36 基幹技能者
99 その他

建設業法

建築士法

技術士法

電気工事

士法電気

事業法

消防法

職業能力

開発促進

法

71

64

６Ｂ

72

57

５Ｂ

73

７Ａ

66

６Ｃ

74

75

76

70

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98
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１３　一般の業種を特定の業種として申請する場合
１４　「営業所の名称（旧所属）」欄は、現在証明されている専任の技術者である場合に限り、この証明書の提出前に所属していた営業所の名称を
　　記載し、「営業所の名称（新所属）」欄は、この証明書の提出後に専任の技術者として所属する営業所の名称を記載する。
１５　現在担当している特定［土］に更に特定［と］を担当する場合
１６　項番６１において、「２」、「３」、「４」又は「５」の場合、変更、追加又は削除した年月日を記入する。

コード 資格区分

01 法第７条第２号イ該当

02 法第７条第２号ロ該当

03 法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上）

04 法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

11 一級建設機械施工技士
１Ａ 　　　　　　〃　　　　（附則第４条該当）
12 二級　　　〃　　　　（第１種～第６種）
１Ｂ 　　　　　　〃　　　　（第１種～第６種）（附則第４条該当）
13 一級土木施工管理技士
１Ｃ 　　　　　　〃　　　　（附則第４条該当）
14 二級　　　〃　　　　（土木）
１Ｄ 　　　　　　〃　　　　（土木）（附則第４条該当）
15 　　　　　　〃　　　　（鋼構造物塗装）
16 　　　　　　〃　　　　（薬液注入）
１Ｅ 　　　　　　〃　　　　（薬液注入）（附則第４条該当）
20 一級建築施工管理技士
２Ａ 　　　　　　〃　　　　（附則第４条該当）
21 二級　　　〃　　　　（建築）
22 　　　　　　〃　　　　（躯体）
２Ｂ 　　　　　　〃　　　　（躯体）（附則第４条該当）
23 　　　　　　〃　　　　（仕上げ）
27 一級電気工事施工管理技士
28 二級　　　　〃
29 一級管工事施工管理技士
30 二級　　　　〃
31 一級電気通信工事施工管理技士
32 二級　　　　〃
33 一級造園施工管理技士
34 二級　　　〃

37 一級建築士
38 二級　〃
39 木造　〃

41 建設・総合技術監理（建設）
４Ａ 　　　　　〃　　　　　　（附則第４条該当）
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）
４Ｂ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
43 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）
４Ｃ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
44 電気電子・総合技術監理（電気電子）
45 機械・総合技術監理（機械）
46 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」）
47 上下水道・総合技術監理（上下水道）
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）
49 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）
４Ｄ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
50 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）
51 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）
５Ａ 　　　　　〃　　　　　　　　　（附則第４条該当）
52 衛生工学・総合技術監理（衛生工学）
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）
54 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」）

55 第一種電気工事士
56 第二種　　〃　　　　　３年
58 電気主任技術者（第１種～第３種）　　　　　５年

電気通信

事業法
59 電気通信主任技術者　　　　　５年

水道法 65 給水装置工事主任技術者　　　　　１年

68 甲種消防設備士
69 乙種　　〃

建築大工（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年
型枠施工（１級）
     〃　　（２級）　　　　　３年
型枠施工（１級）（附則第４条該当）
     〃　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
左官（１級）
 〃　（２級）　　　　　３年
とび・とび工（１級）
      〃　　　（２級）　　　　　３年
とび・とび工（１級）（附則第４条該当）
　　　〃　　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
コンクリート圧送施工（１級）
　　　〃　　　　　（２級）　　　　　３年
コンクリート圧送施工（１級）（附則第４条該当）
　　　〃　　　　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
ウェルポイント施工（１級）
　　　〃　　　　（２級）　　　　　３年
ウェルポイント施工（１級）（附則第４条該当）
　　　〃　　　　（２級）（附則第４条該当）　　　　　３年
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）
　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　（２級）　　　　　３年
給排水衛生設備配管（１級）
　　　　　　　　〃　　　　（２級）　　　　　３年
配管・配管工（１級）
　〃　　　〃　（２級）　　　　　３年
建築板金「ダクト板金作業」（１級）
　　　　　　　　　 〃　　　　　　（２級）　　　　　３年
タイル張り・タイル張り工（１級）
　　　　〃　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
築炉・築炉工（１級）・れんが積み
　〃　　　〃　（２級）　　　　　３年
ブロック建築・ブロック建築工（１級）・コンクリート積みブロック施工
　　　　　〃　　　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
石工・石材施工・石積み（１級）
　〃　　　　〃　　　　〃　 （２級）　　　　　３年
鉄工・製罐（１級）
　〃　　〃　（２級）　　　　　３年
鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）
　　　〃　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
工場板金（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」（１級）
　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　（２級）　　３年
板金・板金工・打出し板金（１級）
　〃　　　〃　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
かわらぶき・スレート施工（１級）
　　　〃　　　　　　〃　　　　（２級）　　　　　３年
ガラス施工（１級）
　　　〃 　　（２級）　　　　　３年
塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）
　〃　　　　〃　　　　　〃　　 　（２級）　　　　　３年
建築塗装・建築塗装工（１級）
　　　〃　　　　　〃　　 　（２級）　　　　　３年
金属塗装・金属塗装工（１級）
　　〃　　　　　　〃　　　（２級）　　　　　３年
噴霧塗装（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年

67 路面標示施工
畳製作・畳工（１級）
　　〃　　〃　 （２級）　　　　　３年
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工（１級）
　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　〃　　〃　　　〃　 （２級）　　３年
熱絶縁施工（１級）
　　　〃　  　（２級）　　　　　３年
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）
　　〃　　　　　〃　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　 （２級）　　　　　３年
造園（１級）
 〃　（２級）　　　　　３年
防水施工（１級）
　　 〃　　（２級）　　　　　３年
さく井（１級）
　〃　（２級）　　　　　３年

61 地すべり防止工事　　　　　１年
６Ａ 　　　　　〃　　　　（附則第四条該当）　　　　　１年
40 基礎ぐい工事
62 建築設備士　　　　　１年
63 計装　　　　　１年
60 解体工事
36 基幹技能者
99 その他

建設業法

建築士法

技術士法

電気工事

士法電気

事業法

消防法

職業能力

開発促進

法

71

64

６Ｂ

72

57

５Ｂ
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７Ａ

66

６Ｃ
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１８　申請者の他に申請書又は添付書類を作成した者がある場合、申請者に加えその者の氏名も記載する。

１７　次の表に掲げる振興局コードを記入する。

振興局名 コード 振興局名 コード
石狩振興局 ５１ 宗谷総合振興局 ５８
渡島総合振興局 ５２ ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 ５９
檜山振興局 ５３ 胆振総合振興局 ６０
後志総合振興局 ５４ 日高振興局 ６１
空知総合振興局 ５５ 十勝総合振興局 ６２
上川総合振興局 ５６ 釧路総合振興局 ６３
留萌振興局 ５７ 根室振興局 ６４

- 91 -



様式第九号（第三条関係）

北海道札幌市中央区北２条西３丁目４番５号

株式会社　北海道工業

代表取締役　北海　時夫

北海道知事許可（般27）石第５３８

とび・土工工事業　平成27年５月１日許可 社員

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計　　　満　　１０年　　　６月

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

工事課長 小札樽幌川土工工事 平成２６年１２月から平成２８年　２月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

工事係長 水菊アパート外構工事 平成２４年　４月から平成２５年　３月まで

工事課長 札樽小幌線盛土工事 平成２５年　４月から平成２６年１０月まで

工事係長 北東西南線路盤改良工事 平成２２年　４月から平成２３年　３月まで

工事係長 南西ビル外構工事 平成２３年　４月から平成２４年　３月まで

工事主任 国北マンション足場設置工事　 平成２０年　４月から平成２１年　３月まで

工事係長 南国ビル基礎工事 平成２１年　４月から平成２２年　１月まで

職 名 実 務 経 験 の 内 容 実　 務　 経　 験　 年　 数

工事係員 札幌市南区体育館基礎工事 平成１７年　４月から平成１８年　３月まで

工事主任 西海邸基礎工事 平成１８年　４月から平成１９年　３月まで

工事主任 北口ビル外構工事　 平成１９年　４月から平成２０年　３月まで

証 明 者

（用紙Ａ４）

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、とび・土工・コンクリート工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和 　　　年　　　月　　　日

被証明者との関係

記

技 術 者 の 氏 名 西国　三男 生年月日 昭和54年6月27日
使用された
期 間

平成１７年　４月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

株式会社　北海道工業 平成２８年　３月まで

1

5

6
8

1 7

9

10 113

12 4
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　10　実務の経験を有した当時の職名を記載する。
　11　重複しないよう記入する。
　12　使用者と証明者が異なる場合の理由を記載する。（例：令和○年○月　会社解散のため　等）

　９　実務経験を得た当時の商号又は名称を記載する。

　５　被証明者に使用者がいる場合にはその使用者（法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当該個人）を記載する。ただし、これらの者
　　の証明を得ることができない正当な理由がある場合には、「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」欄にその理由を記載して、
　　この証明書に記載された事実を証し得る他の者を証明者とすることができる。この場合にあっては、その証明者の氏名及び役職を記載する。
　６　証明者の立場から見た被証明者との関係を記載する。
　７　実際に雇用されていた期間を記入する。
　８　証明者が申請者以外の建設業者の場合は許可番号、許可業種及び許可年月日を記載する。
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様式第十号（第十三条関係）

株式会社　北海道工業

北海道知事許可（般27）石第５３８ 代表取締役　北海　時夫

とび・土工工事業　平成27年５月１日許可

社員

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

　　１件ごとに記載すること。

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計　　　満　　　２年　　　１月

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

　　以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

南海町 51,840千円 所長 南海町営住宅建設工事の内外構工事 平成２８年　１月から平成２８年　３月まで

西海不動産(株) 54,216千円 所長 西海マンション改築工事の内外構工事 平成２８年　５月から平成２８年　９月まで

北海市 76,680千円 工事課長 北海市体育館建設工事の内基礎工事 平成２６年　５月から平成２７年　１月まで

(株)北海商事 59,400千円 所長 北海商事ビル建設工事の内基礎工事 平成２７年　３月から平成２７年１０月まで

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

株式会社　北海道工業 期 間 平成２９年　３月まで

発 注 者 名 請負代金の額 職　　　　名 実　務　経　験　の　内　容 実　 務 　経　 験　 年　 数

被証明者との関係

記

技 術 者 の 氏 名 東国　二郎 生 年 月 日 昭和52年5月11日 使用された 平成１６年　４月から

証 明 者

（用紙Ａ４）

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、とび・土工・コンクリート工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

北海道札幌市中央区北２条西３丁目４番５号

1 15

6

8

1

2 3

7

9

10 111 12

413

5
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５　被証明者に使用者がいる場合にはその使用者（法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当該個人）を記載する。ただし、これらの者
　の証明を得ることができない正当な理由がある場合には、「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」欄にその理由を記載して、
　この証明書に記載された事実を証し得る他の者を証明者とすることができる。この場合にあっては、その証明者の氏名及び役職を記載する。

６　証明者の立場から見た被証明者との関係を記載する。
７　実際に雇用されていた期間を記入する。
８　証明者が申請者以外の建設業者の場合は許可番号、許可業種及び許可年月日を記載する。
９　実務経験を得た当時の商号又は名称を記載する。
10　直接請け負った発注者の名称を具体的に記載する。
11　税込みの金額を記載する。
12　重複しないよう記入する。
13　使用者と証明者が異なる場合の理由を記載する。（例：令和○年○月　会社解散のため　等）

14　発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られる。したがって元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験は含まれない。
　また、請け負った建設工事に係る実務の経験であるから、発注者の現場監督員としての経験等もここには含まれない。
　　「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術
　面を総合的に指導監督した経験をいう。
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様式第十一号（第四条関係） （用紙Ａ４）

建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

令和　　年　　月　　日

記載要領
　１　営業所一覧表（新規許可等）（様式第一号別紙二（１））又は営業所一覧表（更新）
　　（様式第一号別紙二（２））に記載した順で記載する。従たる営業所をすべて記載す
    る。
　２　役員を兼ねている場合は「取締役○○支店長」等と記載する。

営業所の名称 職　　　　　名 氏
フリ

名
ガナ

小樽支店 小樽支店長
ﾆｼｳﾐ　ﾀﾛｳ

西海　太郎

1 2
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記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄及び「確認」欄 への記載を要しない。

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄及び「確認」欄への記載を要しない。

７　法人の場合は、様式第一号別紙一「役員等の一覧表」に記載された役員等全員分を作成する。「法施行令第３条に規定する使用人」を
  兼ねている場合（例：取締役○○支店長）は、当該使用人の分についても作成し、様式第十三号「建設業法施行令第３条に規定する使用
  人の住所、生年月日等に関する調書」の作成は省略する。

法定代理人の役員
等

」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分
 の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙又は様式第７号の２別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

１ 「 法 人 の 役 員 等

本 人
　については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

　上記のとおり相違ありません。

　
令和　２年１０月　１日 氏　名　 北海　太郎

罰

役 名 等 　　　　　　代表取締役　（常勤）

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

札幌市中央区北１条西２丁目３番４号

氏 名 北海　太郎 生 年 月 日 昭和４５年　８月１５日生　

８　建設業に係る行政処分及び行政罰に加えて、その他の賞罰についても記載する。該当がない場合は「なし」と記載する。

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

許可申請者

法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書
本 人

法 定 代 理 人

法定代理人の役員等

　なし
賞

住 所

1

8
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記載要領

　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　上記のとおり相違ありません。

　
令和　２年１０月　１日 氏　名　 西海　太郎

罰

賞

　　　　小樽支店

職 名 　　　　小樽支店長

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

１　様式第十一号「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」に記載された使用人全員分を作成する。役員を兼ねている場合（例：取
　締役○○支店長）は、様式第十二号「許可申請者（法人の役員等　本人　法定代理人　法定代理人の役員等）の住所、生年月日等に関する調
　書」により作成し、本調書の作成は省略する。

２　建設業に係る行政処分及び行政罰に加えて、その他の賞罰についても記載する。該当がない場合は「なし」と記載する。

様式第十三号（第四条関係）

（用紙Ａ４）

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

住 所 小樽市花園１丁目２番３号

氏 名 西海　太郎 生 年 月 日 昭和４７年１１月　１日生　

　なし

営 業 所 名

2
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記載要領

発行済株式総数 1,500（株）

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

発行済金額 22,000千円

様式第十四号（第四条関係）
（用紙Ａ４）

株　　　主　　　（出　　　資　　　者）　　　調　　　書

１　株主又は出資者が法人の場合はその商号又は名称を、個人の場合は氏名を記載する。
２　株数を記載するときは「○○株」と、出資の価格を記載するときは「○○円」と、その単位を記載する。
３　許可申請者が法人の場合に作成する。
４　最後に発行済株式総数及び発行済金額を明示する。

株主（出資者）名 住　　　　　　　所 所有株数又は出資の価額

北海　五郎 札幌市北区北１０条西１丁目２番３号 １,０００株
1 2
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記載要領

建
設
業
の
登
録
及
び
許
可
の
状
況

昭和５４年　５月　７日　

様式第二十号（第四条関係）

１ 　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

３ 　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

賞
罰

年　　　　月　　　　日　 　なし

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

開等を記載すること。

２ 　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。

年　　　　月　　　　日　

営　　業　　の　　沿　　革

創
業
以
後
の
沿
革

昭和５０年　５月　１日　 　創業

昭和５１年　５月　１日　 　北海道建設株式会社設立（資本金1,000万円）

昭和５５年　４月　１日　 　小樽支店開設

昭和５５年　５月　１日　 　資本金の増資（資本金22,000万円）

年　　　　月　　　　日　

　北海道知事許可（般－５４）第４５６７号　（建築）

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

昭和５６年　５月　１日　 　北海道知事許可（業種追加）（特－５６）第４５６７号　（土木、とび・土工）

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

７ 　建設業に係る行政処分及び行政罰に加えて、その他の賞罰についても記載する。該当がない場合は「なし」と記載する。

４ 　事業（建設業以外も含む。）を開始した年月日を記入する。

５ 　商号又は名称、組織の変更、資本金額の変更、営業所の開設・廃止等を記載する。

６ 　新規、許可換え新規、般特新規、業種追加、失効について記載する。

1 4

5

2

6

3 7
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記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

　１　未加入の場合は「なし」と記載する。

団　　体　　の　　名　　称 所　　属　　年　　月　　日

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

一般社団法人　小札建設業協会 昭和５２年４月１日1
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記載要領

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

札小銀行札幌駅西口支店 小札信用金庫入船支店

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

政 府 関 係 金 融 機 関
普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

株式会社商工組合中央金庫
そ の 他 の 金 融 機 関

1 2 2 2 2
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